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1. 本事業について
1.1. 本事業の概要

本事業の概要

発注者：厚生労働省社会・援護局保護課保護事業室

事業名：医療扶助におけるオンライン資格確認等に関する福祉事務所、医療機関等への周知広報及び運用課題検討等一式

期間：令和５年４月１日 ～ 令和６年３月31日

本事業の背景・目的（概要）

医療保険制度においては、令和3年3月からマイナンバーカードを用いたオンライン資格確認が開始された（本格稼働は令和3年10月
開始）。 一方で、医療扶助においては、令和元年12月の「新デジタル・ガバメント実行計画」の中で、令和5年度中にオンライン資格
確認の導入を目指すこととなっている。

本事業では、令和５年度中に医療扶助のオンライン資格確認の運用が円滑に開始するよう、引き続き福祉事務所及び医療機関等
に向けた運用の見直し等に係る丁寧な周知・広報等を行う 。加えて、オンライン資格確認の仕組みを最大限活用できるよう、オンライン
資格確認の導入を前提とした運用課題の検討や、医療扶助の更なる適正な運営等に係る検討を行う。

医療扶助のオンライン資格確認等の前提

(1)  運用開始時期：令和６年３月１日 

(2)  対象医療機関等：全ての医療機関・薬局 

(3)  対象保険者：福祉事務所（都道府県/市区町村）

(4)  対象証： 医療券/調剤券

(5)  対象利用者： 生活保護受給者
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1. 本事業について
1.2. 背景・目的
1.2.1.事業内容に対する理解（オンライン資格確認の利用拡大の方向性（目指すべき将来像））

未来投資戦略やデジタル・ガバメント実行計画を踏まえ、オンライン資格確認等システムの稼働以降、その基盤を活用し、「デジタル化さ
れるサービス」「デジタル化される情報」「基盤を利用するアクター」の拡大が順次計画されているものと理解しています。

資格・証類に係る事務コスト削減・被保険者負担の軽減 個人単位で紐付けられたヘルスデータの利活用

MNCを用いた生涯にわたるシームレスで簡単な健康管理 事務負担最小化・患者情報を活用した服薬指導過去の医療情報等を活用した適切かつ効率的な医療

患者居宅においても施設と同等の情報量・作業効率 請求事務等のオンライン化による効率的な運営

モバイルによるオンライン資格確認 レセプト電子化

個人単位で過去からの医療等情報の連結

オンライン資格確認

公費負担医療証・介護保険証のデジタル化

•各種健診情報
•薬剤情報
•医療費情報 等マイナンバー

カード

PHR閲覧・活用の拡大 手続・証類の集約/ペーパレス

•資格情報
•各種健診情報
•薬剤情報
•電子処方箋 等

•医療情報 等

マイナンバーカード

•資格情報
•薬剤情報 等

•資格情報 等

マイナンバーカード

•資格情報
•薬剤情報
•電子処方箋 等

保険者

✓事務手続き・処方箋入力削減 ✓レセプト返戻削減

•資格情報
保険者

✓レセプト返戻削減
✓発行手続き削減

自治体
•公費負担情報
•・介護保険情報

•匿名化されたヘルスデータ 等

研究機関等

オンライン資格確認

患者情報の閲覧/医療情報の共有

✓保険証、診察券、
処方箋等の削減

✓発行手続き削減

保険者

✓レセプト返戻削減

診察券・処方箋の
デジタル化

オンライン資格確認 患者情報の閲覧

処方箋のデジタル化

✓診察券、処方箋
発行手続き削減

✓事務手続き・処方箋発行削減

介護保険証のデジタル化

オンライン資格確認 保険証・限度額証等のデジタル化

保険者自治体 研究機関・民間企業

医療機関 薬局

市民と自治体の手続き簡素化

国民

訪問看護ステーション等 接骨院等

オンライン資格確認
等システム
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1. 本事業について
1.2. 背景・目的
1.2.2.事業内容に対する理解（本周知広報のミッション）

本周知広報では、前述の将来像のうち、「公費負担医療証」の中の医療扶助の医療券/調剤券について、令和５年３月から運用開
始するオ医療扶助のオンライン資格確認の導入に向けて、福祉事務所及び医療機関等において円滑な準備作業が行われるよう、効
果的な周知広報が求められていると理解しています。

資格・証類に係る事務コスト削減・被保険者負担の軽減 個人単位で紐付けられたヘルスデータの利活用

MNCを用いた生涯にわたるシームレスで簡単な健康管理 事務負担最小化・患者情報を活用した服薬指導過去の医療情報等を活用した適切かつ効率的な医療

患者居宅においても施設と同等の情報量・作業効率 請求事務等のオンライン化による効率的な運営

モバイルによるオンライン資格確認 レセプト電子化

個人単位で過去からの医療等情報の連結

オンライン資格確認

公費負担医療証・介護保険証のデジタル化

•各種健診情報
•薬剤情報
•医療費情報 等マイナンバー

カード

PHR閲覧・活用の拡大 手続・証類の集約/ペーパレス

•資格情報
•各種健診情報
•薬剤情報
•電子処方箋 等

•医療情報 等

マイナンバーカード

•資格情報
•薬剤情報 等

•資格情報 等

マイナンバーカード

•資格情報
•薬剤情報
•電子処方箋 等

保険者

✓事務手続き・処方箋入力削減 ✓レセプト返戻削減

•資格情報
保険者

✓レセプト返戻削減
✓発行手続き削減

自治体
•公費負担情報
•・介護保険情報

•匿名化されたヘルスデータ 等

研究機関等

オンライン資格確認

患者情報の閲覧/医療情報の共有

✓保険証、診察券、
処方箋等の削減

✓発行手続き削減

保険者

✓レセプト返戻削減

診察券・処方箋の
デジタル化

オンライン資格確認 患者情報の閲覧

処方箋のデジタル化

✓診察券、処方箋
発行手続き削減

✓事務手続き・処方箋発行削減

介護保険証のデジタル化

オンライン資格確認 保険証・限度額証等のデジタル化

保険者自治体 研究機関・民間企業

医療機関 薬局

市民と自治体の手続き簡素化

国民

訪問看護ステーション等 接骨院等

オンライン資格確認
等システム

医療扶助の医療券/調剤券に対して、オ
ンライン資格確認を導入する。
※令和5年度中の導入を予定。

被保護者が自身の資格情報等を容易に
閲覧できる世界観を創出する。
医療扶助の医療券/調剤券のペーパーレ
ス化を促進する。

医療保険と同様に、医療扶助もオンライ
ン資格確認の対象となることで、医療機
関等の業務負荷の削減・より良い医療の
提供の実現を見込む。

医療扶助のデータをNDBに連携し、その
分析結果等を医療扶助の施策に反映す
ることを見込む。
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1. 本事業について
1.3. 実施業務とスケジュール
1.3.1. 本業務の作業内容

本業務は調達仕様書「医療扶助におけるオンライン資格確認等に関する福祉事務所、医療機関等への周知広報及び運用課題検討
等一式」の作業をスコープとし、3つの業務単位ごとに推進しました。各業務単位のスケジュールについては、後述の「全体作業スケジュー
ル」に示します。

プロジェクト管理

概要

• 本プロジェクトの推進に当たって、プロジェクト計画書を作成後、当該計画書に基づくプロジェクト管理を実施しました。

• 本プロジェクトを通して、進捗管理・品質管理・コミュニケーション管理・体制管理・リスク管理・課題管理を実施しました。

業務単位

①

周知広報

＜周知計画書の作成＞

• 周知広報の指針となる、周知計画書を作成しました。周知計画書の作成にあたっては、関係者（貴省及び支払基金
等）と密に調整し、関係者にとって納得感のある周知計画書の作成を意図しました。

＜福祉事務所向けの周知＞

• 福祉事務所向けポータルサイトを活用し、全国の福祉事務所及び福祉事務所システムベンダから寄せられる問合せにつ
いて貴省の回答支援を行いました。また、周知資料及びFAQの公開により福祉事務所の疑問点の解消に努めました。

• 福祉事務所の対応課題についてアンケート/ヒアリングを実施し、未回答の自治体に対しては個別のアプローチを取ること
で、福祉事務所の最新の課題状況を漏れなく把握できるよう努めました。また、導入が進んでいないと思われる自治体に
対しては個別のアプローチを実施し、各福祉事務所の対応状況に沿った導入推進を実施しました。

＜医療機関・薬局向けの周知＞

• 医療機関・薬局及びそのシステムベンダ向けの既存の周知チャネル（医療機関等向け総合ポータルサイト、医療機関
等ONS、オンライン請求ポップアップ 等）を活用して、周知資料の公開及び問合せへの対応を実施しました。

• 合同説明会や医療扶助のオンライン資格確認導入の手引きにおいて、他のオンライン資格確認関連施策（電子処方
箋等）との同時導入作業が可能であり、導入に係る作業負担軽減の可能性について説明を行いました。

②

本業務の作業の概要

運用課題検討

• 医療扶助のオンライン資格確認の導入により福祉事務所及び医療機関・薬局で対応が必要となる運用課題の検討を
実施しました。

• 特に、個人番号の紐づけ誤りの事例を踏まえ、真正性を確保した情報のみを登録する仕組みを構築し、誤った情報を
登録させないよう注力しました。

• また、１施設でも多くの福祉事務所及び医療機関等が運用を開始し、 １人でも多くの被保護者が医療扶助のオンライ
ン資格確認を実施いただけるよう注力しました。

③
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1. 本事業について
1.3. 実施業務とスケジュール
1.3.2. 全体スケジュール

本業務は2023年４月～2024年４月末までの12ヶ月間にわたって実施しました。

全体作業スケジュール

2023年

プロジェクト管理

周
知
広
報
等

周知計画
の作成

プロジェクト管理/会議運営/関係者調整

運用課題検討

マイルストン

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2024年

令和5年度報告書作成

令和5年度周

知計画作成
令和5年度以降周知計

画書(初版)作成
周知計画書の更新

▼プロジェクト計画書納入

中間報告▲

周知計画書(初版)納入▼

周知計画書
(最終版)納入▼

引継書納入▼

令和5年度報告書▼

最終報告▲WG(1回目)▲ WG(2回目)▲

総合運用テスト開始★
（福祉事務所）

★外部接続テスト
（検証環境）開始
（福祉事務所）

運用テスト開始 ★
（代表福祉事務所）

運用テスト開始★
（医療機関等）

検証運用開始★ 運用開始★★外部接続テスト
（本番環境）
開始（福祉事務所）

★資格情報
登録開始
（福祉事務所） ★外部接続テスト（健診）開始

（福祉事務所）
運用テスト（健診）開始★
（代表福祉事務所）

接続確認 ★
（健診）開始
（先行福祉事務所）

医療機関等向け導入の手引き▼

令和5年度以降周知

計画書(最終版)作成

周
知
広
報

福祉
事務所
向け

医療機関
等向け

医療機関等
ベンダ向け

問合せ対応

＜資格情報登録関連＞

各種テスト対応依頼

資格情報登録に向けた留意事項周知、準備依頼、登録対応依頼 資格情報登録に関する注意事項周知、資格情報の修正および閲覧停止解除対応依頼

＜健診情報登録関連＞ 各種テスト対応依頼開発に関する周知

＜被保護者関連＞

被保護者向けリーフレット作成

健診情報登録に関する注意事項周知、健診情報登録依頼

検証運用開始に

向けた周知

運用開始に

向けた周知

運用に関する周知、問合せ等を踏まえた周知/改修が遅延している福祉事務所の支援

テスト対応依頼

運用に関する周知、問合せ等を踏まえた周知

導入の手引き作成

補助金申請の周知

テスト対応依頼

問合せ等を踏まえた周知

問合せ等踏まえた技術解説書等既存の設計開発関連資料の更新

問合せ等踏まえた運用等に係る検討結果の更新

福祉事務所・医療機関等からの問合せ対応

※貴省が回答すべき問合せの回文作成支援

インプット収集/初期仮説立案/課題検討/情報収集/対応案の策定
令和4年度報告書の確認、

論点抽出/整理

WGにおける構成員の意見、各種問合せチャネル（福祉事務所向けポータルサイト、医療機関等ONS、医療機関等コンタクトセンター）をインプットとした課題抽出

報告書作成

３月末J-LIS照会★J-LIS照会★ 再突合★

検証運用開始に

向けた周知

運用開始に

向けた周知

検証運用開始に

向けた周知

運用開始に

向けた周知
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1. 本事業について
1.4. 本報告書の構成

本報告書は、「1.3.1. 本業務の作業内容」に記載の業務単位に沿って作成しています。調達仕様書上の成果物と本報告書の対応
関係を以下に示します。
※業務単位：「プロジェクト管理」を除く。

1.本事業について

成果物（例）本報告書の構成

2.周知広報

3.運用課題検討

調達仕様書上の成果物

プロジェクト計画書

報告書（福祉事務所向け）

報告書（医療機関向け）

周知計画書

引継書

• 生保オン資_WBS_Ver1.0_20240325

• 生保オン資_プロジェクト計画書_Ver1.0_20230407

調達仕様書上の成果物⇔本報告書の構成

会議付議資料

会議議事録

令和5年度報告書

• 資格情報等登録の手引き_ver1.2

• 健診情報における本人情報の確認方針及び手順について_ver1.01

• 医療機関・薬局向け医療扶助のオンライン資格確認導入の手引き
_Ver1.2

• 【医療扶助】医療機関等ベンダ説明会資料（回答明記ver）_Ver1.0

• 【生保オン資】周知計画書（最終版）_Ver1.00_20240325

• 引継書_Ver1.0

• 令和５年度医療扶助のオンライン資格確認等検討会（実務者WG）
（第１回）資料_1.0版

• 生保オン資_最終報告会資料_Ver.1.0_20240325

• 令和５年度医療扶助のオンライン資格確認等検討会（実務者WG）
（第１回）議事録_Ver1.0

• 令和５年度報告書_Ver1.0
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1. 本事業について
1.5. 本章節に紐づく成果物の一覧

本章節「1. 本事業について」に紐づく成果物の一覧を以下に整理しました。

本章節に紐づく成果物の一覧

成果物名

生保オン資_WBS_Ver1.0_20240325

生保オン資_プロジェクト計画書_Ver1.0_20230407

資格情報等登録の手引き_ver1.2

健診情報における本人情報の確認方針及び手順について_ver1.01

医療機関・薬局向け医療扶助のオンライン資格確認導入の手引き
_Ver1.2

【医療扶助】医療機関等ベンダ説明会資料（回答明記ver）
_Ver1.0

【生保オン資】周知計画書（最終版）_Ver1.00_20240325

引継書_Ver1.0

生保オン資_キックオフミーティング資料_Ver1.0_20230413

【本紙】生保オン資_中間報告資料_Ver.1.00

生保オン資_最終報告会資料_Ver.1.0_20240325

令和５年度医療扶助のオンライン資格確認等検討会（実務者
WG）（第１回）資料_1.0版

令和５年度医療扶助のオンライン資格確認等検討会（実務者
WG）（第２回）資料_1.0版

生保オン資_中間報告議事録_Ver1.0_20231109

生保オン資_最終報告議事録_Ver1.0_20240325

令和５年度医療扶助のオンライン資格確認等検討会（実務者
WG）（第１回）議事録_Ver1.0

令和５年度医療扶助のオンライン資格確認等検討会（実務者
WG）（第２回）議事録_Ver1.0

令和５年度報告書_Ver1.0
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２章：周知広報
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2. 周知広報
2.1. 周知計画
2.1.1 周知計画の作成方針

福祉事務所、医療機関・薬局ごとの懸念事項（課題）を押さえた上で、これらの解決を目指した周知計画を作成しました。

福祉事務所、医療機関・薬局における懸念事項（課題）

周知対象

福祉事務所
（ベンダ含む）

• 福祉事務所システムの改修スケジュールやテ
ストに係る対応の理解不足により、運用開始
までに導入できない福祉事務所が発生する
可能性がある。

• 福祉事務所向けアンケートを実施し、福祉事務所からの疑問点等を
把握の上、その内容を周知資料に反映しつつFAQでも公開する。

• 早期からデータ整備に関する周知および資格情報の真正性の確保に
係る対応の周知を実施し、福祉事務所内のデータ精度の向上を図る。
登録開始後は、誤入力例を公開する。

• 福祉事務所システムベンダにも上記内容を理解していただくよう周知を
行う。

• 福祉事務所における資格情報や健診情報
の登録開始後は、他者とのマイナンバー紐付
誤りを含むデータ登録のトラブルが増大する
可能性がある。

• 運用課題については関係者会議等で意見等を収集し、事前の潰しこ
みを行う。現場の実情を踏まえ、福祉事務所・医療機関等への適切な
周知を実施。

医療機関・薬局
（ベンダ含む）

主な懸念事項（課題） 周知のポイント

• 運用開始後は、福祉事務所において運用に
関する問合せが増大する可能性がある。

• 福祉事務所の職員及びシステムベンダ向けだけでなく、福祉事務所を
介し被保護者向けの周知も行う。

１

2

3

4

• 医療扶助のオンライン資格確認への理解が
不足している医療機関等が存在する。

• 医療機関等向け総合ポータルサイト/医療機関等ONS/オンライン請
求ポップアップ等のチャネルを活用し、医療機関等及び医療機関等ベン
ダに医療扶助のオンライン資格確認に係る周知を行う。

• 医療扶助のオンライン資格確認の導入を促
進させる必要がある。

• 既存のオンライン資格確認基盤の活用が可能、医療扶助オン資の独
自メリット、他オンライン資格確認関連施策との同時導入で作業負担
軽減等の周知を行う。

5

6

• 被保護者がオンライン資格確認の仕組みや
意義を理解できず、医療扶助のオンライン資
格確認の利用が進まない可能性がある。
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2. 周知広報
2.1. 周知計画
2.1.2 福祉事務所向けの周知計画

福祉事務所向けの周知にあたっては、特に福祉事務所が初めて医療保険者等向け中間サーバー等を利用することに留意しました。

福祉事務所向けの周知における懸念事項（課題）を踏まえた「周知の主なポイント」は以下の通りです。

令和4年度 令和5年度 令和6年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月
10
月

11
月

12
月

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
10
月

11
月

12
月

1月 2月 3月 4月 5月 6月

▼開発開始 ▼外部接続テスト
（検証環境）

▼健診情報の連携に
係る対応開始 ▼総合運用テスト

▼福祉事務所向け運用テスト

▼外部接続テスト（本番環境）

▼資格情報等登録開始

▼資格情報等修正

▼資格情報等差分登録

▼検証運用開始

▼運用開始

医療扶助オンライン
資格確認の概要理解

事前準備

支払基金への事務委託

システム開発

開発

データ移行

業務移行

被保護者向け説明

補助金申請

事前準備
（健診情報の登
録）

健診情報の登録に係るシステム開発

テスト

補助金申請
切
り
替
え

システムベンダ発注

▼外部接続テスト（健診情報）

福祉事務所向けポータ
ル運用（システムベンダ）

周知の主なポイント

• 誤登録防止に向けて、資格情報
等登録の手引き、データ整備の
チェックリスト、誤入力例を公開した。

• 健診情報登録の基本方針を示す
周知資料、ベンダ説明会を実施し
た。

2

• 福祉事務所システムの改修状況や
テスト状況についてアンケートを実
施し、福祉事務所からの疑問点等
を把握の上、FAQや問合せを通し
て適切な周知を行った。

１

• 運用開始後における課題について、
運用等の整理案、事務連絡などで、
ユースケース別の運用方針の周知
を行った。

3

• 福祉事務所の職員だけでなく、被
保護者にも医療扶助のオンライン
資格確認の概要や利用方法（初
回登録等）を理解していただくため、
福祉事務所/被保護者向けのリー
フレットを公開する。

4

福祉事務所向けの周知計画

福祉事務所向けポータル
運用（福祉事務所）
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2. 周知広報
2.1. 周知計画
2.1.3 医療機関・薬局向けの周知計画

医療機関・薬局向けの周知にあたっては、特に福祉事務所が初めて医療保険者等向け中間サーバー等を利用することに留意しました。
医療機関・薬局向けの周知における懸念事項（課題）を踏まえた「周知の主なポイント」は以下の通りです。

周知の主なポイント

令和4年度 令和5年度 令和6年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月
10
月

11
月

12
月

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
10
月

11
月

12
月

1月 2月 3月 4月 5月 6月

医療機関・薬局
システムベンダ

▼パッケージソフトの
改修作業開始

令和4年度 令和5年度 令和6年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月
10
月

11
月

12
月

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
10
月

11
月

12
月

1月 2月 3月 4月 5月 6月

医療機関・薬局

開発

開発

切
り
替
え

医療扶助
オンライン
資格確認の
概要理解

開発状況等のヒアリング

医療扶助オンライン資格確認の概要理解

システム開発

システム移行

業務移行

テスト 切
り
替
え

▼環境設定開始

▼パッケージソフトの適用開始

▼運用に向けた準備開始

▼運用テスト開始

▼検証運用開始

▼運用開始

補助金受付

周知の主なポイント

• 既存のオンライン資格確認基盤の
活用が可能、医療扶助オン資の
独自メリット、他オンライン資格確
認関連施策との同時導入で作業
負担軽減等の周知を行う。

6

補助金申請

医療機関・薬局向けの周知計画（令和5年2月まで）

▼医療機関等ベンダ向け接続テスト（フェーズ1）

▼医療機関等向け運用
テスト

▼検証運用開始

▼運用開始

▼医療機関等ベンダ向け接続テスト（フェーズ2）

テスト

• 医療扶助のオンライン資格確認へ
の理解を促進していただくよう、各
種チャネルを活用し、医療機関等
向けの手引き等の周知を行った。

5

• 医療機関・薬局のシステムベンダ
向け勉強会を開催した。
※他の取組（電子処方箋）との
合同開催とした。

6

• 医療機関等手引き及びオンライン
請求ポップアップを活用し、補助金
申請に係る周知を行った。

5
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2. 周知広報
2.1. 周知計画
2.1.4 周知計画書

福祉事務所及び医療機関・薬局に“いつ”・“誰が”・“何を周知するか”を整理した周知計画書を作成しました。

周知計画書の詳細は資料「【生保オン資】周知計画書（最終版）_Ver1.00_20240325」に整理しています。

周知計画書

2022年度 2023年度 2024年度

周知対象 No 大目的 中目的 周知物 周知媒体 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 担当者

１．福祉事務所・福

祉事務所システムベン

ダ

ー 福祉事務所マイルストン ー ー ー ー

ー 開発スケジュール ー ー ー ー

ー 開発スケジュール（健診） ー ー ー ー

ー 福祉事務所向け周知スケジュール ー ー ー ー

ー 福祉事務所向け周知スケジュール（健診） ー ー ー ー

Ⅰ-1 福祉事務所向けポータルサイトの運用 ー 福祉事務所担当者向け利用開始連絡/操作マニュアルの周知 事務連絡 ★ 厚生労働省社会・援護局

Ⅰ-2 福祉事務所向けポータルサイトの運用 ー 福祉事務所システムベンダ向け利用開始連絡/操作マニュアルの周知 福祉事務所向けポータルサイト ★ 厚生労働省社会・援護局

Ⅴ. システム開発（健診）

開発

▼開発開始 ▼外部接続テスト（検証環境）

▼健診情報の連携に係る対応開始

▼総合運用テスト

▼福祉事務所向け運用テスト

▼外部接続テスト（本番環境）

▼資格情報等登録開始

▼資格情報等修正

▼検証運用開始

▼運用開始

▼差分クレンジング

Ⅲ. 事前準備（健診）

テスト

開発

外部接続テスト

（検証環境）

福祉事務所向

け運用テスト

資格情報等

登録

総合運用テス

ト

外部接続テスト

（本番環境）

資格情報等修正・差分登録

Ⅱ. 医療扶助オンラ

イン資格確認の概

Ⅲ. 事前準備

Ⅷ. 支払基金への事務委託

Ⅴ. システム開発

開発

データ移行

業務移行

Ⅶ. 被保護者向け説明

Ⅸ. 

切り

替え

Ⅵ. 補助金申

Ⅰ. 福祉事務所向け

ポータル運用

（福祉事務所）

Ⅰ. 福祉事務所

向けポータル運用

（システムベンダ）

Ⅵ. 補助金申

テスト

Ⅳ. システムベンダ発注

業務移行

Ⅱ. 医療扶助オンライ

ン資格確認の概要理

１.技術解説書の確認

２.ネットワーク接続

３.健診情報の連携方法の確認

４.周知資料の確認

５.端末の導入

６.ファイル仕様書／差分表の確認

７.インターフェイスファイルの作成に係る改修

８.内部テスト

９.電子証明書の申請・設定

１0.セットアップ資材（先行確認用）の確認／適用

１１.先行福祉事務所による接続確認

１２.セットアップ資材（正式版）の確認／適用

１３.外部接続テスト（本番環境）

１４.運用テスト

１６.健診情報の登録準備 １７.健診情報の登録

▼外部接続テスト（本番環境）（健診情報）

▼運用テスト（健診情報）

▼運用開始（健診）

▼J-LIS照会

資格情報等

登録

（差分クレン

ジング向け）

資格情報等修正

・差分登録

▼稼働前クレンジング

▼誤入力チェック'24

▼健診情報登録テスト（健診情報）

１５.健診情報登録テスト
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2. 周知広報
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.2.1. 福祉事務所向け周知広報の対応ステップ

福祉事務所向けポータルサイトから寄せられる福祉事務所の問合せのうち、貴省にて回答すべきものについて、回答文案の作成を行い
ました。

また、福祉事務所において円滑にオンライン資格確認を導入できるよう、資格情報等の初回登録や全件J-LIS照会、運用開始等のマ
イルストンに沿って、適時必要な対応についての周知資料の作成を行いました。

福祉事務所向け周知広報の対応ステップ

①福祉事務所向けポータルサイトの問合せ対応

• 福祉事務所及びシステムベンダからの問合せにおいて、貴省
にて回答すべきものについて、回答文案の作成を行いました。

• 回答文案の作成に当たっては、必要に応じて、貴省、支払
基金、各システムベンダ等の関係者と協議を行いました。

• また、よくある問合せを分析し、福祉事務所全体への周知が
必要だと判断した事項については、周知資料への反映または
FAQの公開を実施しました。

②周知資料の作成

• 福祉事務所の各マイルストンに沿って、適時必要な対応につ
いての周知資料を作成しました。

• 資格情報等の登録については、誤登録防止に係る周知
（データ整備の対応、資格情報等登録の手引き、全件J-
LIS照会・再突合、誤入力チェックシステム’24、誤登録発覚
時の対応手順 等）を徹底的に行いました。

• 健診情報の登録については、電子証明書の発行に係る周知
及び登録に係る基本方針等の周知を徹底的に行いました。

FAQの公開周知資料への反映

福祉事務所
ポータルサイト
問合せ管理表

問合せ管理表 各種周知資料
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2. 周知広報
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.2.2. 福祉事務所向けポータルサイトの問合せ対応

福祉事務所向けポータルサイトで受領した福祉事務所及び福祉事務所システムベンダからの問合せについては、弊社からの回答文送
付を基調にしつつ、法律・制度及び補助金等に係る問合せについては、貴省とも協力して回答文案の作成を実施しました。

問合せの対応イメージ

福祉事務所

フォームでの問い合わせ
Q&Aの閲覧

ポータルサイト

運営事業者

収集した問合せを
Q&A化し掲載

フォームでの回答

福祉事務所向けポータルサイト

■問い合わせ

■Q&Aの閲覧

回答項目が多く煩雑な項目設定にしないことに留意する一
方で、質問の概要がクイックに理解できるよう「質問タイトル」
といった項目設定等、迅速な回答を実施できるような工夫
を実施しました。
また、ユーザーからも、お問合せの状況をマイページより容易
に確認が可能です。

本事業の進行につれQ&Aの増加が見込まれますが、
福祉事務所等のQ&A確認が煩雑にならないよう、キ
ーワード検索や、カテゴリ検索の機能を実装しました。

マイページから問い
合わせ状況の確認
も可能

＜問い合わせ画面＞

＜FAQ一覧＞

＜マイページ＞

類似の問い合わせ

確認

他の福祉事務所
等

①福祉事務所向け
ポータルサイトの問合

せ対応
②周知資料の作成

貴省

必要に応じて連携

周知広報
事業者

回答
支援
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2. 周知広報
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.2.2. 福祉事務所向けポータルサイトの問合せ対応

福祉事務所向けポータルサイトで受領した福祉事務所及び福祉事務所システムベンダからの問合せのうち、多くの福祉事務所から問合
せを受けたもの及び多くの福祉事務所に関係するものについては、周知資料やFAQの作成に反映し、マス周知（全ての福祉事務所向
け）を実施しました。

FAQの公開イメージ

周知資料の公開イメージ

①福祉事務所向け
ポータルサイトの問合

せ対応
②周知資料の作成
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2. 周知広報
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.2.3. 周知資料の作成

医療扶助のオンライン資格確認の運用開始に伴い、福祉事務所が委託先医療機関等の導入状況を容易に把握できるよう、厚労省
HPにて「医療扶助のオンライン資格確認参加医療機関・薬局リスト」を公開しました。また、福祉事務所向けポータルサイトでも 「医療
扶助のオンライン資格確認参加医療機関・薬局リスト」が公開された旨の周知を行いました。

医療扶助のオンライン資格確認参加医療機関・薬局リストに係る周知

①福祉事務所向け
ポータルサイトの問合せ

対応
②周知資料の作成

厚労省HP

福祉事務所向けポータルサイト

医療扶助のオンライン資格確認参加医療機関・薬局リスト
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2. 周知広報
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.2.3. 周知資料の作成

DV・虐待等被害者（以下、「DV被害者」という。）に関して、マイナポータルでの情報閲覧に制限を掛ける必要がある場合の対応を
示す資料「医療扶助のオンライン資格確認における情報制御に係る周知資料_Ver1.1」を作成しました。本資料では、情報制御に関
するフラグの概要及び福祉事務所における運用フローの概要を示しています。さらに、被保護者向けのリーフレットを別紙として作成しまし
た。本リーフレットは、福祉事務所から被保護者に対する説明資料として配布され、当該情報制御に関する説明を行うためのものです。

医療扶助のオンライン資格確認における情報制御に係る周知資料の作成（1/2）

医療扶助のオンライン資格確認における情報制御に係る周知資料

①福祉事務所向け
ポータルサイトの問合せ

対応
②周知資料の作成
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2. 周知広報
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.2.3. 周知資料の作成

前頁の続き

①福祉事務所向け
ポータルサイトの問合せ

対応
②周知資料の作成

医療扶助のオンライン資格確認における情報制御に係る周知資料の作成（2/2）

福祉事務所向け国民配布用リーフレット_DV・虐待等被害者の保護
福祉事務所向け国民配布用リーフレット

_健診情報の引継ぎ
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2. 周知広報
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.2.3. 周知資料の作成

令和５年10月の資格情報の初回登録に向けて、福祉事務所に対応いただくための資格情報等登録に係る事前準備を促すため、令
和５年４月から８月までの間、月次で福祉事務所向けポータルサイトメールを活用し、福祉事務所へのリマインドを実施しました。

資格情報等登録に係る事前準備のリマインド

①福祉事務所向け
ポータルサイトの問合せ

対応
②周知資料の作成

添付資料
「医療扶助のオンライン資格確認の導入に向けた

資格情報等の登録準備について」

福祉事務所宛の資格情報等登録に係る
事前準備の月次リマインドメール
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2. 周知広報
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.2.3. 周知資料の作成

福祉事務所から医療機関等のおける医療扶助のオンライン資格確認の導入を促進するため、地域の医療機関等に対して医療扶助の
オンライン資格確認に係る制度を周知するためのガイドラインを作成しました。本ガイドラインでは、医療機関等の医療扶助のオンライン
資格確認の導入に向けた周知ポイント（導入におけるメリット、導入に置ける懸念点の解消 等）を示しています。

医療扶助のオンライン資格確認の導入に向けた医療機関・薬局向け説明のガイドライン

①福祉事務所向け
ポータルサイトの問合せ

対応
②周知資料の作成

医療機関・薬局向けの医療扶助の
オンライン資格確認導入の手引き（周知ポイント付）

医療扶助のオンライン資格確認の導入に向けた
医療機関・薬局向け説明のガイドライン
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2. 周知広報
2.2. 福祉事務所向けの周知広報
2.2.3. 周知資料の作成

被保護者の資格情報（医療券・調剤券情報を含む）について、真正性を確保したうえで、正確に登録いただくための手引きを作成し
ました。本手引きには、資格情報等の登録に係る基本的な流れや注意事項などを詳細に説明しています。さらに、資格情報の登録に
必要な対応事項を確認するための「データ整備のチェックリスト」も作成しました。本チェックリストは、各福祉事務所がデータ整備に必要
な対応を確実に実施するためのものであり、対応後に提出していただくことで、福祉事務所のデータ整備の対応を確実に実施したことを
確認しました。

資格情報等登録の手引き/データ整備に係るチェックリスト

①福祉事務所向け
ポータルサイトの問合せ

対応
②周知資料の作成

提出日 2023/9/1

福祉事務所名 〇〇福祉事務所

保険者コード L0000000

# 分類 チェック項目 確認日 担当者氏名 チェック欄 備考欄

1 個人番号の真正性の確保

A：個人番号を福祉事務所システム内で管理している場合、以下①・②いずれも満たしているか。

①住基システム等または住民基本台帳ネットワークシステムを利用して個人番号をキーとした本人確認情報を

照会し、基本４情報の一致を確認することにより、個人番号の真正性の確認を確実に行う運用が確立されて

いる。

②また、現に紐付けられている被保護者情報と個人番号の真正性の確認についても、住基システム等または

住民基本台帳ネットワークシステムを利用して個人番号をキーとした本人確認情報を照会し、基本４情報の

一致を確認することにより、この機会に点検済みである。

2023/9/1 生保　太郎 〇

2
B：自治体のセキュリティポリシー等の理由により、福祉事務所システム内での個人番号の管理ができず、

自治体内の統合宛名システムから個人番号を取得する方式等により、中間サーバーへ情報連携を行う場

合、以下①・②いずれも満たしているか。

①住民基本台帳ネットワークシステムを利用した番号照会等による個人番号の真正性の確認を確実に行う運

用が確立されている。

②また、現に紐付けられている被保護者情報と個人番号の真正性の確認についても、住基システム等または

住民基本台帳ネットワークシステムを利用して個人番号をキーとした本人確認情報を照会し、基本４情報の

一致を確認することにより、この機会に点検済みである。

2023/9/1 生保　太郎 ×

3
C：個人番号を福祉事務所システム内で管理していない、かつ統合宛名システムから個人番号を取得する

方式等を採用していない場合、以下①・②いずれも満たしているか。

①福祉事務所システム内で管理している基本4情報をキーとして、住基システム等または住民基本台帳ネット

ワークシステム内の基本4情報の照会及び基本4情報の突合を複数人で目視チェックを実施することで個人番

号の真正性の確認を確実に行う運用が確立されている。

②また、現に紐付けられている被保護者情報と個人番号の真正性の確認についても、住基システム等または

住民基本台帳ネットワークシステムを利用して個人番号をキーとした本人確認情報を照会し、基本４情報の

一致を確認することにより、この機会に点検済みである。

2023/9/1 生保　太郎 ×

4 受給者番号の固定化の徹底 被保護者の保護決定の際に、福祉事務所システムにおいて、受給者番号が付番される機能が実装されてい

る。
2023/9/1 生保　太郎 〇

5 受給者番号は、医療券・調剤券等の発行の都度変更することはできないことから、福祉事務所システムにおい

て、同一の被保護者に対し、保護の受給期間中は同一の番号を用いる機能が実装されている。

※ 生活保護の停止又は廃止となった後に、再度生活保護を受給するようになった場合等において、当該者

に対して廃止前の受給者番号を再度採番することは可能である。

2023/9/1 生保　太郎 〇

6 以下①・②をいずれも満たしているか。

①過去に付番された受給者番号は、他の被保護者に付番しない運用が確立されている。

②また、現に付番している受給者番号も同様の手法で実施済である。

※ 対象となるのは過去に中間サーバーに連携された受給者番号であり、当該受給者番号を他の被保護者へ

の付番することは、資格情報等を誤った登録した場合に、他人の情報を閲覧できる可能性があるため、認めら

れない。

2023/9/1 生保　太郎 〇

7 自由記入欄に登録する情報の確認 氏名や住所等の自由記入欄への登録に当たり、これまでの運用でメモや備忘用として記載していた情報（例

えば、 氏名欄に姓の変更に関する情報を記載する 等）が含まれる場合は、それらを削除する等の修正を行

う運用が確立されており、かつ、現に自由記入欄の情報も同様の手法で実施済である。 2023/9/1 生保　太郎 〇

8 加入者資格情報と医療券・調剤券

情報間の整合性の確保

以下①・②をいずれも満たしているか。

①同一の被保護者に係る加入者資格情報と医療券・調剤券情報には同一の公費負担者番号と受給者番

号の値を設定する運用が確立されている。

②また、現にある医療券・調剤券情報と公費負担者番号・受給者番号の整合性の確保も同様の手法で実

施済である。

※ 公費負担者番号を複数持つ福祉事務所においては、同一被保護者の情報に複数の公費負担者番号が

紐づかないように留意する。

2023/9/1 生保　太郎 〇

9 医療機関コードの 10 桁化 連携する医療機関コードは地方厚生局が公開している医療機関コード（10桁）と同一の値を設定する運用

が確立されている。

※ 地方厚生局が公開している医療機関コードが７桁の医療機関の場合は、「都道府県番号２桁＋点数表

番号１桁+地方厚生局が公開している医療機関コード７桁の計10桁」を設定する。

2023/9/1 生保　太郎 〇

10 資格情報等に含まれる外字の修正 資格情報等に含まれる外字（JIS漢字コード第一・第二水準以外の文字）は、JIS漢字コード第一・第二

水準の文字に適切に置き換える運用が確立されている。

※　例：「髙」を「高」に変更する

2023/9/1 生保　太郎 〇

11 誤入力例の確認 「加入者情報登録ファイルにおける誤記入例及び記入ルール一覧」を確認し、誤入力例及び記入ルールを理

解したうえで、誤入力とならないような運用が確立されている。

※　別紙参照：加入者情報登録ファイルにおける誤記入例及び記入ルール

2023/9/1 生保　太郎 〇

12 フラグ設定による情報制御の運用 住基情報に基づき登録されたDV・虐待被害者等について、対象者にフラグの内容を周知する運用及びフラグ

の設定を適切に行う運用が確立されている。

※　別紙参照：医療扶助のオンライン資格確認における情報制御に係る周知資料

2023/9/1 生保　太郎 〇

ステータス データ整備完了

資格情報等のデータ整備に係るチェックリスト

※A、B、Cのいずれかの

パターンで個人番号の真

正性を確保すること

赤字箇所は自治体/福祉事務所に

おける必須記入欄

#1～#3のチェック項目のいずれかが「〇」であるかつ#4～#12のチェック項目が「〇」である

場合は、「データ整備完了」となります。上記以外の場合は「データ整備未完了」となります。

「データ整備完了」と表示されたチェックリストをご提出いただくことが、医療保険者等向け中間

サーバー等への資格情報等の登録が可能となる条件の１つとなります。

資格情報等のデータ整備に係るチェックリスト（記入例）資格情報等登録の手引き


